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農地中間管理機構への農用地等貸付登録書

〒

フリガナ

電話番号

※自書の場合、押印省略可(個人)

１　貸付農用地等

1

2

3

4

5

6

２　賃借料振込先口座登録

  農地中間管理事業による賃料につきましては、以下の口座に振り込みをお願いします。

□ 新規登録 □ 登録変更 ※記載省略理由 □ 登録済 □ 金納以外

□ ゆうちょ銀行以外の金融機関

□ 銀行 支店

□ 農協

□ 信用金庫

□ 普通 □ 当座

□ その他 ( )

□ ゆうちょ銀行の場合

下1桁(末尾)は必ず1となります

口座番号（右詰めでご記入ください）預　金　種　別

番号(右詰めでご記入ください)記号(6桁目がある場合は※欄にご記入ください)

地番

現況

地目
面積(㎡) 備考

農　　地　　所　　在

㊞氏名

市町村 受付番号年度

農用地利用集積等促進計画に記載された所有者又は契約代表者

住所

公益社団法人

千葉県園芸協会　理事長　様

口座名義

金

融

機

関

市町村 大字 字

※筆が多い場合は別紙に記載ください。

フリガナ

0
※

1

（裏面へ続く）



３　個人情報の取得及び提供に係る同意

（１）取得及び提供する目的

①登記甲証明書（全部証明）又は登記簿謄本［法務局から］

②農地台帳及び農地地図情報[農業委員会から］

③土地改良区賦課金納付情報[土地改良区から]

④土地改良事業の換地に係る情報[県、土地改良事業団体連合会、土地改良区から］

これ以外の情報取得が必要になった場合には、予め了解を得てから取得します。

（２）提供する機関

（３）取得及び提供する条件

４　マイナンバーの提供

５　納税猶予適用地 ※該当者のみ「□」チェックを入れてください

□ 第70条の４第１項（贈与税に係る納税猶予）

□ 第70条の６第１項（相続税に係る納税猶予）

６　添付書類

以下の場合は書類の添付が必要となります。

　１の貸付農用地等について租税特別法の以下規定の適用を受けており、農地中間管理事業の推進に関

する法律第２条第３項に規定する農地中間管理事業のための貸付けを希望します。

共有地

相続未登記地

共有地における同意書（様式1-2-1）

相続未登記農地における相続人の同意及び確約書（様式1-3-1）

所有権の状況 添付書類

　また、貸付農地が所在する農業協同組合・土地改良区・農業共済組合等の農業団体にも、情報を提供

する場合があります。

　機構は、「個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）」及び関係法令に基づき、情報を適

正に管理し、本事業の実施のために利用します。

　取得及び提供する情報は必要最小限とし、提供に当たっては関係者以外の者に漏れることのないよ

う、提供先の関係機関にも同様の取り扱いを求めます。

　私は、公益社団法人千葉県園芸協会（千葉県農地中間管理機構）が、農地中間管理事業の実施に際し

て必要な個人情報について、下記の記載するとおり必要最小限の範囲内で取得及び提供することに同意

します。

※「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（マイナンバー法）

に基づき、支払金額が15万円以上の場合は、千葉県園芸協会に対してマイナンバーの情報提供が必要と

なります（必要となる場合は、千葉県園芸協会から提出を依頼します）。

　千葉県農地中間管理機構（以下「機構」という）は、農地中間管理事業を実施する際に、審査・検討

及び報告等で利用するため、以下の情報を取得し、また関係機関に必要最低限の情報を提供します。

　機構は、千葉県及び貸付農地が所在する市町村・市町村農業委員会・農地利用集積円滑化団体・機構

と業務委託契約を締結している団体に情報を提供します。


